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（
国
土
交
通
委
員
会
）

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
公
共
土
木
施
設
の
災
害
復
旧
事
業
等
に
係
る
工
事
の
国
等
に
よ
る
代
行

に
関
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
六
一
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
公
共
土
木
施
設
の
災
害
復
旧
事
業
に
係
る

工
事
の
実
施
体
制
そ
の
他
の
地
域
の
実
情
に
鑑
み
、
国
又
は
県
が
被
害
を
受
け
た
地
方
公
共
団
体
に
代
わ
っ
て
公
共
土
木
施
設

の
災
害
復
旧
事
業
等
に
係
る
工
事
を
施
行
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

一

国
又
は
県
に
よ
る
工
事
の
代
行

国
又
は
被
災
市
町
村
の
属
す
る
県
は
、
被
災
地
方
公
共
団
体
の
長
か
ら
要
請
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
被
災
地
方
公
共
団
体

に
お
け
る
公
共
土
木
施
設
の
災
害
復
旧
事
業
に
係
る
工
事
の
実
施
体
制
そ
の
他
の
地
域
の
実
情
を
勘
案
し
て
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
そ
の
事
務
の
遂
行
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
当
該
被
災
地
方
公
共
団
体
に
代
わ
っ
て
自
ら
災
害
復
旧
事

業
等
に
係
る
漁
港
、
砂
防
、
港
湾
、
道
路
、
海
岸
、
地
す
べ
り
防
止
、
下
水
道
、
河
川
及
び
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
の
工
事
を

施
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。
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二

国
又
は
県
に
よ
る
権
限
の
代
行

国
又
は
県
は
、
一
に
よ
り
工
事
を
施
行
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
被
災
地
方
公
共
団
体
に
代
わ
っ
て
そ
の
権
限
を
行
う
も

の
と
す
る
。

三

一
の
工
事
に
つ
い
て
の
費
用
負
担

国
又
は
県
が
一
に
よ
り
工
事
を
施
行
す
る
場
合
に
、
国
又
は
県
及
び
一
の
被
災
地
方
公
共
団
体
の
費
用
負
担
に
つ
い
て
所

要
の
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

四

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
。


